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１．調査研究の目的

高齢化の進展や一人暮らし高齢者の増加などを背景に、地域で生活する高齢者等の意思決
定の支援や、権利擁護の重要性はますます高まると考えられる。

① 平成30年に策定した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライ
ン」の介護施設や事業所等現場での活用状況や意思決定支援・権利擁護推進に関する取組
状況を調査し、課題を把握した。

＜図表 １ 調査の構造＞

② 高齢者等の医療や介護に携わる
方々が、意思決定支援・権利擁護推進
を実践するための効果的な方策を検討
し、地域包括ケアシステムとの関係性
を含めて報告書にまとめた。

京都府立医科大学 教授の成本迅先生に
委員会の委員に就任いただき、指導を
頂いた。

報告書は、みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱のサイトで公表。

https://www.mizuho-rt.co.jp/case/research/pdf/r05mhlw_kaigo2023_05.pdf

※(2)(3)(4)は横断的に実施
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２．意思決定支援に関する５つガイドラインと人生会議

策定時期 名 称 誰の意思決定支援か

平成２９年３月 障害福祉サービス等の提供に係る意思決
定支援ガイドライン

障害者

平成３０年６月 認知症の人の日常生活・社会生活におけ
る意思決定支援ガイドライン

認知症の人（認知症と診断さ
れた場合に限らず、認知機能
の低下が疑われ、意思決定能
力が不十分な人を含む）

平成１９年
平成３０年３月
改定

人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン

人生の最終段階を迎えた人

令和元年５月 身よりがない人の入院・及び医療に係る
意思決定が困難な人への支援に関するガ
イドライン

医療に係る意思決定が困難
な人

令和２年１０月 意思決定支援を踏まえた後見事務のガイ
ドライン

成年被後見人等

「人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）」

もしものときのために、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケア

チームと繰り返し話し合い、共有する取り組み
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３．｢認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン｣の概要

認知症の人に関わる人において行われる意思決
定支援の基本的考え方（理念）や姿勢、方法、
配慮すべき事柄等を整理して示し、これにより、 
認知症の人が、自らの意思に基づいた日常生
活・社会生活を送れることを目指す。

趣旨

認知症の人を支援する。
特定の職種や特定の場面に限定されるものでは
なく、認知症の人の意思決定支援に関わる全て
の人による意思決定を行う際のガイドライン。

誰のための誰による意思決定支援か

認知症の人が、意思決定が困難と思われる場合
であっても、意思決定しながら尊厳をもって暮
らしていくことの重要性について認識すること
が必要。
本人の示した意思は、それが他者を害する場合
や本人にとって見過ごすことのできない重大な
影響が生ずる場合でない限り尊重される。
意思決定支援にあたっては、身近な信頼できる
関係者等がチームとなって必要な支援を行う体
制（意思決定支援チーム）が必要。

意思決定支援の基本原則
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４．ガイドラインに示された日常生活や社会生活における意思決定支援とは

例えば、食事・入浴・被服の好み、外出、排せつ、整容などの基本的生活習慣や、日
常提供されたプログラムへの参加を決める場合等が挙げられるが、これらに限るもの
ではない。
これまで本人が過ごしてきた生活が確保されることを尊重することが原則。

日常生活の意思決定支援

自宅からグループホームや施設等に住まいの場を移動する場合（その逆やその間も）
や、一人暮らしを選ぶかどうか、どのようなケアサービスを選ぶか、更には自己の財
産を処分する等が想定されるが、これらに限るものではない。

社会生活の意思決定支援

本人の示した意思を日常・社会生活に反映した場合に、本人にとって見過ごすことの
できない重大な影響が生ずる場合は、意思決定支援チームで話し合うことが必要。再
度、適切な意思決定支援のプロセスを踏まえて、本人の意思決定支援の 方法について
話し合う。その際には、それぞれの専門性を通じて、本人の認知機能や身体及び精神
の状態を適確に示す医療に関する情報、本人の生活状況等に関する情報が適 切に提供
された上、十分な判断資料を得た上で判断が行われるようにすることが必要。その際
のプロセスで話し合った内容は、その都度、記録として残すことが必要。

本人にとって見過ごすことのできない重大な影響が生ずる場合
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５．｢認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン｣の取組み

これまでの取組

平成30年度 （６月）「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」策定

ガイドラインを利用した研修プログラムの策定及び研修に利用するＤＶＤの作成等

令和元年度 （６月）「認知症施策推進大綱」がとりまとめられ、「医療・介護従事者等の専門職向け認知症対
応力向上研修等において、ガイドラインの内容を盛り込み普及する」旨が記載された。

自治体担当者及び講師向けの研修講習会の実施及びに小冊子（ガイドラインの「読み方・活
かし方」）の作成等

令和２年度 講師用のガイドDVD作成及び研修プログラムの改訂等

令和３年度 研修の実施状況調査及び普及啓発リーフレットの作成等

認知症施策推進大綱（令和元年6月18日とりまとめ）
〈「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の普及に関する記載あり〉

平成30年6月 ｢認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン｣策定

共生社会の実現を推進するための認知症基本法（2024年1月1日施行）
障害者差別解消法の改正法（2024年4月1日施行）
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６．アンケート調査の概要：調査対象、回答状況

⚫ 専門職を対象とした研修の実施主体の都道府県・指定都市に調査を実施した。

⚫ 市町村、地域包括支援センター、ケアマネジャー（居宅介護支援専門員）を人員配置要

件とする「居宅系事業所（３サービス）」 、「介護保険施設・住まい系事業所（８サー

ビス）」 に横断アンケート調査を実施した。自治体は認知症施策の担当者に、地域包括

支援センター、介護施設・事業所は主任居宅介護支援専門員に回答を依頼。

＜図表 2 アンケート調査の対象と回収率＞

調査対象 総数 割合 割当 計 回収数 回収率

単体

実施
都道府県・指定都市 67 悉皆 － 54 80.6%

市町村 1,741 悉皆 － 617 35.4%

群１： 地域包括支援センター（5280カ所） 1,734 539 31.1%

居宅介護支援 39,047 47.8% 1,910

小規模多機能型居宅介護 5,614 6.9% 275

看護小規模多機能型居宅介護 817 1.0% 40

介護老人福祉施設 8,421 10.3% 412

介護老人保健施設 4,285 5.2% 210

介護療養型医療施設 432 0.5% 21

介護医療院 618 0.8% 30

特定施設入居者生活介護 5,610 6.9% 274

認知症対応型共同生活介護 14,085 17.2% 689

地域密着型特定施設入居者生活介護 365 0.4% 18

地域密着型介護老人福祉施設 2,474 3.0% 121

81,768 100.0% 4,000 4,000

828 20.7%

横

断

３

調

査

合計（群２+群３）

群２：

居宅

45,478

2,225

群３：

施設・

住まい

36,290

1,775

1741市町村から１

カ所を無作為抽出
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７．アンケート調査の概要：意思決定支援ガイドラインの研修の類型

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」にかかる研修
は、大きく下記の２種類がある。認知症施策推進大綱のＫＰＩの一つであることから、
都道府県・指定都市調査では、２種類の研修の実施状況の現状把握を行った。

※KPIのNO41：医療・介護従事者向けの認知症に関する各種研修に
おける意思決定支援に関するプログラムの導入率 ⇒100％目標 

◆ 『ガイドライン研修（独立実施型） 』

研修に「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の
内容を含む場合、国から提供されている『ガイドライン研修（独立実施型＊1)  』の
カリキュラム教材を利用して実施されている。

*1  講義（60分）と演習（2編120分：グループワーク①日常生活編・②社会生活編）
から構成される、 3時問程度のカリキュラムを標準として実施される研修。

◆『ガイドライン研修（組み込み型）』

3 時間の標準カリキュラム『ガイドライン研修（独立実施型）』とは別に、
ガイドラインの概要や基本的な支援プロセス等の重要部分を15分程度の動画に
まとめた『ガイドライン研修（組み込み型＊2)  』の教材が国から提供されている。
＊2   意思決定支援の重要性、ガイドラインの概要や背景等、また認知症の

本人の声等について、約15分にまとめた動画教材を、他の医療・介護等の
専門職研修（認知症対応力向上研修等）の中で視聴する形式で実施される研修。
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８． 調査結果のサマリー

⚫①都道府県・指定都市の医療・介護等の専門職向けに実施するガイドラインに関する研修

の実施割合は低い

都道府県・指定都市の医療・介護等の専門職向けに実施するガイドラインに関する研修の
実施状況をみると、『ガイドライン研修（独立実施型）』の実施は9.3％、『ガイドライ
ン研修（組み込み型）』の実施は64.8％で、合わせても100％には届いておらず、地域格
差が生じている。『組み込み型』『独立型研修』の研修の早期の全国での実施が望まれる。

⚫②国が「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を策定し

ていることへの評価は高い

国のガイドライン策定については、「良い」と「とても良い」の回答の合計は市町村
90.1％、地域包括支援センター85.0％、介護施設・事業所82.4％と評価は高かった。

⚫③「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の認知度は高

いが「内容まで把握している」の割合は１～２割弱にとどまる

ガイドラインの認知度は、「ガイドラインを知っていた」は市町村61.3％、地域包括支援
センター72.2％、介護施設・事業所65.5％と６割を上回っており、高かった。しかし、
「ガイドラインの内容まで把握している」は、市町村26.3％、地域包括支援センター
18.4％、介護施設・事業所14.9％と１～２割弱にとどまる。
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８．調査結果のサマリー（続き）

⚫④意思決定支援に関する研修の効果

意思決定支援に関する研修を受講した事業所と受講していない事業所では、意思決定支援
に関する具体的な取組みの多くの項目で差が見られた。研修は、専門職等の意識と行動を
変容させることが期待できることから、積極的な研修受講が望まれる。「組込み型」の研
修は基礎であり、意思決定支援の理論と実践に関する「独立実施型」の研修の普及と受講
が望まれる。

⚫⑤意思決定支援は重度者だけでなく軽度者であっても必要とする人がいる

要介護度が軽度であっても、意思決定支援を必要とする人がいることが明らかになった。
軽度の場合、重度者に比べ、本人ができることも多く、多様であることから、本人の意思
を尊重し、「できることまで奪わない」医療・ケアが望まれる。「日常生活・社会生活」
の範囲や内容は多様であることから、ガイドラインの内容を習得して、多職種のチームで
意思決定支援に取り組むことが望まれる。

⚫⑥共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行を踏まえた国の取組みの推進

国は、認知症基本法の施行を踏まえ、引き続き、自治体、地域包括支援センター、介護施
設・事業所等への研修の実施・参加への支援、周知の他、ガイドラインの改訂の支援等を
行うことが望まれる。事例集やマニュアル等の作成も望まれる。認知症はだれもがなりう
ること、認知症の有無にかかわらず、地域で暮らす仲間として支えあうこと、認知症のケ
アは医療・介護等の専門職だけではなく、地域ぐるみで行う意識の醸成と知識やスキルに
ついて、ガイドラインや研修を活用した国民への普及啓発が期待される。
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９．都道府県・指定都市アンケート調査：意思決定支援に関する研修の実施状況

⚫ 令和元年度～令和５年12月に、意思決定支援に関する医療・介護等専門職向けの研修を
「実施している・実施したことがある」は61.1％、「実施していない・実施したことが
ない」は38.9％。

⚫ 実施しない理由は、「他の専門職向けの研修に、内容として（部分的に）取り入れる形
式が適していると考えたから」が52.4％が過半数。

61.1 38.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している・実施したことがある 実施していない・実施したことがない 無回答

n=54

42.9

52.4

0.0

9.5

38.1

0.0

0 10 20 30 40 50 60

「意思決定支援」として研修を企画・立案すること

が難しかったから

他の専門職向けの研修に、内容として（部分的に）

取り入れる形式が適していると考えたから

都道府県・指定都市以外による意思決定支援に

関する研修が多く実施されているから

予算等の確保が難しかったから

その他

無回答

(%)

n=21

＜図表 4 研修を実施していない理由＞

＜図表 3 医療・介護等専門職向けの研修や勉強会の実施＞
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9．都道府県・指定都市アンケート調査：『組み込み型』研修の実施状況

＜図表 5 『ガイドライン研修（組み込み型）』の実施有無＞

⚫ 『ガイドライン研修（組み込み型）』の実施については、「実施している・実施したこ
とがある」が64.8％、「実施していない・実施したことがない」が35.2％。

64.8 35.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している・実施したことがある 実施していない・実施したことがない 無回答

n=54

＜図表 6 専門職向け研修実施状況＞
65.7

68.6

71.4

51.4

60.0

34.3

60.0

74.3

51.4

20.0

22.9

31.4

25.7

22.9

42.9

34.3

60.0

34.3

20.0

42.9

77.1

51.4

2.9

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

5.7

2.9

25.7

0 20 40 60 80 100

かかりつけ医認知症対応力向上研修

歯科医師認知症対応力向上研修

薬剤師認知症対応力向上研修

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修

看護職員認知症対応力向上研修

病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修

認知症介護基礎研修

認知症介護実践者研修

認知症介護実践リーダー研修

認知症サポーターのステップアップ講座

無回答

実施している 実施していない 無回答

(%)

n=35

『 ガ イ ド ラ イ ン 研 修 （ 組 み 込 み
型）』を実施している研修は、「認
知症介護実践者研修」が最も多く、
74.3％、次いで、「薬剤師認知症対
応力向上研修」が71.4％、「歯科医
師認知症対応力向上研修」が68.6％。
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メイン

セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

63.3

26.5

2.0

8.2

24.5

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

認知症の人の日常生活·社会生活における

意思決定支援ガイドラインのみの研修ではなかったから

講師等が準備する教材・資料を用いたから

グループワークを実施するのが困難であったから

3時間の標準カリキュラムが長いから

その他

無回答

(%)

n=49

9．都道府県・指定都市アンケート調査：『独立型』研修の実施状況

＜図表 7 教材の利用実施
＞

⚫ 研修に「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の内容
を含む場合、国から提供されている『ガイドライン研修（独立実施型） 』のカリキュラ
ム教材を利用した実施状況については、「実施していない・実施したことがない」が
90.7％、「実施している・実施したことがある」が9.3％。

＜図表 8 『ガイドライン研修（独立実施型）』として実施しなかった理由＞

『ガイドライン研修（独立実施型）』として実施しなかった主な理由は、「認知症の人の
日常生活·社会生活における意思決定支援ガイドラインのみの研修ではなかったから」が
63.3％、「講師等が準備する教材・資料を用いたから」が26.5％。

9.3 90.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している・実施したことがある 実施していない・実施したことがない 無回答

n=54
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⚫ 令和５年４月の地域包括支援センターの職員数（介護予防支援）の平均は5.6人。職種
別平均数は、保健師1.3人、社会福祉士1.4人、主任介護支援専門員1.4人、その他1.5人。

10．横断アンケート調査：職員数（地域包括支援センター／介護施設・事業所）

＜図表 9 職員数（介護予防支援）＞

⚫ 職員数（包括的支援事業）の平均は6.2人。職種別平均数は、保健師1.7人、社会福祉士
1.9人、主任介護支援専門員1.4人、その他の平均。

＜図表 10 職員数（包括的支援事業）＞
介護予防支援...(数量)

合計 保健師 社会福祉士
主任介護支

援専門員
その他

合計 2,878.0 649.4 731.5 697.9 761.1

平均 5.6 1.3 1.4 1.4 1.5

地域包括

包括的支援事業...(数量)

合計 保健師 社会福祉士
主任介護支

援専門員
その他

合計 3,157.0 849.0 946.9 728.4 589.4

平均 6.2 1.7 1.9 1.4 1.2

地域包括

介護施設・事業所の平均職員数（主任介護支援専門員）は0.7人。「居宅」は1.2人、「施
設・住まい」は0.1人。

＜図表 11 職員数（主任介護支援専門員） ＞

介護施設・事業所の平均職員数（介護支援専門員）は1.5人。「居宅」は1.5人、「施設・
住まい」は1.6人。

主任介護支援専門員...(数量)

合計 うち 居宅
うち 施設・

住まい

合計 598.9 550.9 48.0

平均 0.7 1.2 0.1

介護施設・事業所

＜図表 12 職員数（介護支援専門員） ＞
介護支援専門員...(数量)

合計 うち 居宅
うち 施設・

住まい

合計 1,266.1 674.4 591.7

平均 1.5 1.5 1.6

介護施設・事業所
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⚫ 令和５年４月の65歳以上の認知症の平均人数は、市町村が4,385人、地域包括支援セン

ターが1,456人、介護施設・事業所は47人。うち日常生活自立度別の認知症のランクⅡａ

以上は、市町村が2,957人、地域包括支援センターが774人、介護施設・事業所は35人。

⚫ 40 歳以上65 歳未満は、二桁違いで、人数は少ないものの、各地域におられる。

10 ．横断アンケート調査：認知症の人数（65歳以上／40歳以上65歳未満）

＜図表 13 認知症の人数（65 歳以上・合計） ＞
＜図表 14 認知症の人数
（65 歳以上・ランクⅡａ以上）＞

＜図表 15 認知症の人数
（40 歳以上65 歳未満・合計）＞

＜図表 16 認知症の人数（40 歳以
上65 歳未満・ランクⅡａ以上）＞

合計（65歳以上）...(数量)

合計 うち 居宅
うち 施設・

住まい

合計 1,411,914 371,292 35,180 20,568 14,612

平均 4,384.8 1,456.0 47.2 52.3 41.5

※「合計」、「ランクⅡａ以上」共に回答があるものが対象

市町村 地域包括

介護施設・事業所

ランクⅡａ以上（65歳以上）...(数量)

合計 うち 居宅
うち 施設・

住まい

合計 952,231 197,321 26,025 13,006 13,019

平均 2,957.2 773.8 34.9 33.1 37.0

※「合計」、「ランクⅡａ以上」共に回答があるものが対象

市町村 地域包括

介護施設・事業所

合計（40歳以上65歳未満）...(数量)

合計 うち 居宅
うち 施設・

住まい

合計 19,686 4,370 435 295 140

平均 58.4 19.8 0.8 1.0 0.6

※「合計」、「ランクⅡａ以上」共に回答があるものが対象

市町村 地域包括

介護施設・事業所

ランクⅡａ以上（40歳以上65歳未満）...(数量)

合計 うち 居宅
うち 施設・

住まい

合計 13,105 1,976 247 122 125

平均 38.9 8.9 0.4 0.4 0.5

※「合計」、「ランクⅡａ以上」共に回答があるものが対象

市町村 地域包括

介護施設・事業所
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10 ．横断アンケート調査： 意思決定支援に関する研修等の実施

＜図表 17 研修や勉強会の実施有無＞

⚫ 令和元年度～令和５年12月の、認知症の高齢者等に対する意思決定支援について、医療・介護等の
専門職や地域住民向けの研修等は、市町村では、「実施していない・実施したことがない」が
50.6％、「実施している・実施したことがある」が48.3％。地域包括支援センターでは「実施して
いない・実施したことがない」が52.3％、「実施している・実施したことがある」が45.1％。

45.1

48.3

52.3

50.6

2.6

1.1

0 20 40 60 80 100

地域包括

市町村

市町村／地域包括

実施している・

実施したことがある

実施していない・

実施したことがない

無回答

(%)

n=市町村:617 地域包括:539

＜図表 18 実施した研修の種類＞

58.7

43.3

48.3

19.1

15.8

25.8

0.0

74.5

29.2

39.9

24.3

11.9

15.6

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

認知症サポーター養成講座

認知症サポーターのステップアップ講座

人生会議（アドバンス・ケア・プランニング

の講座）

認知症の介護家族向けの講座

認知症の高齢者等に対する意思決定支援

に関する講座

その他

無回答

市町村

地域包括

n=市町村:298 地域包括:243

(%)
市町村／地域包括

研修の種類は、市町村は、「認知症
サポーター養成講座」が58.7％、
「人生会議（アドバンス・ケア・プ
ランニングの講座」が48.3％。

地域包括支援センターも「認知症サ
ポーター養成講座」が74.5％、「人
生会議（アドバンス・ケア・プラン
ニングの講座」が39.9％が多い。
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10 ．横断アンケート調査： 研修後の効果

⚫ 研修後の効果としては、市町村では、「研修時に実施したアンケート調査で参加者
の評価が高く好評だった」が63.8％、「研修の問合わせや申し込みが多く、研修を
開催したことで関心の高さを感じた」が25.5％。

⚫ 地域包括支援センターでは「研修時に実施したアンケート調査で参加者の評価が高
く好評だった」が53.1％、「参加者から、後日、本人、家族への支援に活かすこと
ができたとの声があった」が27.6％等。

＜図表 19 研修後の効果＞

25.5

63.8

19.8

2.0

9.1

11.1

0.3

13.4

2.7

21.4

53.1

27.6

2.9

9.9

4.5

0.0

17.3

4.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

研修の問合わせや申し込みが多く、研修を開催したことで

関心の高さを感じた

研修時に実施したアンケート調査で参加者の評価が高く

好評だった

参加者から、後日、本人、家族への支援に活かすことが

できたとの声があった

参加者から、後日、意思決定支援チームや医療・ケアチーム

の連携が円滑になったとの声があった

支援の現場（地域包括支援センター・医療機関・介護事業所等）

を通じて、本人・家族等の好評価を聴いている

その他の良かった点や効果

特になし

良かった点や効果は不明

無回答

市町村

地域包括

n=市町村:298 地域包括:243

(%)市町村／地域包括
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10 ．横断アンケート調査：意思決定支援に関する研修や勉強会への参加の状況

⚫ 令和元年度～令和５年12月に、認知症の高齢者等に対する意思決定支援に関する研修
や勉強会への参加状況は、地域包括支援センターは、「参加した」が44.5％、「参加し
ていない」が41.4％、介護施設・事業所では、「参加した」が40.1％（うち居宅：
49.7％、施設・住まい：28.8％）、「参加していない」が43.6％（うち居宅：35.2％、
施設・住まい：53.6％）。

⚫ 「参加した」と「参加していない」がそれぞれ４割以上と、拮抗している。

＜図表 20 研修や勉強会への参加の有無＞

44.5 41.4 12.1 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加した 参加していない 不明 無回答

地域包括

n=539

28.8

49.7

40.1

53.6

35.2

43.6

16.4

13.8

15.0

1.3

1.3

1.3

0 20 40 60 80 100

うち施設・住まい

うち居宅

合計

介護施設・事業所

参加した 参加していない 不明 無回答

(%)

n=828（居宅:449 施設・住まい:379）
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10 ．横断アンケート調査：意思決定支援に関する研修や勉強会の種類

＜図表 21 研修等の種類＞

⚫ 令和元年度～令和５年12月に参加した、認知症の高齢者等に対する意思決定支援に関
する研修や勉強会の種類は、地域包括支援センターは、「都道府県や指定都市が開催す
る研修（組み込み型）」が45.0％、「その他」が35.4％。

⚫ 介護施設・事業所も、「都道府県や指定都市が開催する研修（組み込み型）」が68.7％
（うち、居宅：64.6％、施設・住まい：77.1％）、「その他」が25.3％（うち、居宅： 
29.6％、施設・住まい：16.5％）と同様だった。

22.5

45.0

18.3

35.4

3.8

1.3

0 10 20 30 40 50

都道府県や指定都市が開催する研修

（独立実施型）

都道府県や指定都市が開催する研修

（組み込み型）

貴センターの独自型

その他

不明

無回答

n=240

(%)地域包括

12.7

68.7

19.0

25.3

1.2

0.6

13.5

64.6

19.7

29.6

1.8

0.0

11.0

77.1

17.4

16.5

0.0

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

都道府県や指定都市が開催する研修

（独立実施型）

都道府県や指定都市が開催する研修

（組み込み型）

貴事業所の独自型

その他

不明

無回答

合計

うち居宅

うち施設・住まい

n=332（居宅:223 施設・住まい:109）

(%)介護事業所
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10 ．横断アンケート調査：意思決定支援に関する研修や勉強会に参加した効果

＜図表 22 研修に参加した効果＞

⚫ 認知症の高齢者等に対する意思決定支援に関する研修や勉強会に参加した効果は、
地域包括支援センターは、「参加者から、専門職としての知識やスキルが高まった
との声があった」が64.6％、「参加者から、人権尊重、権利擁護に対する意識が高
まったとの声があった」が53.8％。

⚫ 介護施設・事業所は、「参加者から、専門職としての知識やスキルが高まったとの
声があった」が64.5％（うち、居宅：60.5％、施設・住まい：72.5％）、「参加者
から、人権尊重、権利擁護に対する意識が高まったとの声があった」が59.3％（う
ち、居宅：59.2％、施設・住まい：59.6％）。

⚫ 意思決定支援に関する研修等の効果がうかがえる。

64.6

53.8

29.6

32.1

9.2

5.8

1.3

0.4

10.4

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

参加者から、専門職としての知識やスキルが高まった

との声があった

参加者から、人権尊重、権利擁護に対する意識が高まった

との声があった

参加者から、専門職としての意欲が高まった

との声があった

参加者から、後日、本人、家族への支援に活かすこと

ができたとの声があった

参加者から、後日、意思決定支援チームや医療・ケアチーム

の連携が円滑になったとの声があった

支援の現場（地域包括支援センター・医療機関・

介護事業所等）を通じて、本人・家族等の好評価を聴いている

その他の良かった点や効果

特になし

良かった点や効果は不明

無回答

n=240

(%)地域包括

64.5

59.3

41.6

42.2

11.1

10.8

3.6

1.8

5.1

4.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

参加者から、専門職としての知識やスキル

が高まったとの声があった

参加者から、人権尊重、権利擁護に対する意識

が高まったとの声があった

参加者から、専門職としての意欲が高まった

との声があった

参加者から、後日、本人、家族への支援に活かすこと

ができたとの声があった

参加者から、後日、意思決定支援チームや医療・ケアチーム

の連携が円滑になったとの声があった

支援の現場（地域包括支援センター・医療機関・

介護事業所等）を通じて、本人・家族等の好評価を聴いている

その他の良かった点や効果

特になし

良かった点や効果は不明

無回答

n=332

(%)介護施設・事業所
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10 ．横断アンケート調査：ガイドライン等の認知度

＜図表 23 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの認知度＞

⚫ 「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインがあることは

知っていた」の割合は、市町村は61.3％、地域包括支援センターは72.2％、介護施設・事

業所は65.5％（うち居宅：65.0％、施設・住まい：66.0％）。

20.8

17.1

18.8

66.0

65.0

65.5

12.1

17.1

14.9

1.1

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100

うち施設・住まい

うち居宅

合計

ガイドラインがあることを知らなかった

ガイドラインがあることは知っていた

ガイドラインの内容まで把握している

無回答

(%)

n=828（居宅:449 施設・住まい:379）

介護施設・事業所

10.9

7.1

18.8

61.3

72.2

65.5

26.3

18.4

14.9

1.6

2.4

0.8

0 20 40 60 80 100

市町村

地域包括

介護施設・事業所

市町村／地域包括／介護施設・事業所

ガイドラインがあることを知らなかった
ガイドラインがあることは知っていた
ガイドラインの内容まで把握している
無回答

(%)

n=市町村:617 地域包括:539 介護施設・事業所:828
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45.4

49.8

36.2

13.6

29.2

16.0

46.5

50.6

56.1

46.3

3.8

18.5

4.0

2.2

39.3

25.3

31.9

3.7

36.9

6.6

3.4

0 10 20 30 40 50 60

書籍やインターネット等で、

職員が学習している

職員が外部の研修に参加して

ガイドラインについて学習している

内容をふまえて、利用者に対して

意思決定支援を行っている

その他の活用

活用に関する取組みは行っていない

活用に関する取組みを行っているか

どうかわからない

無回答

合計

うち自宅

うち施設・住まい

n=828（自宅:449 施設・住まい:379）

(%)介護事業所

10 ．横断アンケート調査：ガイドラインの活用方法

＜図表 24 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン＞

33.1

27.9

24.6

2.3

15.5

2.2

2.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

書籍やインターネット等で、

職員が学習している

職員が外部の研修に参加して

ガイドラインについて学習している

内容をふまえて、利用者に対して

意思決定支援を行っている

その他の活用

活用に関する取組みは行っていない

活用に関する取組みを行っているか

どうかわからない

無回答

n=539

(%)地域包括

⚫ 「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の活用状況
としては、地域包括支援センターは「書籍やインターネット等で、職員が学習してい
る」が33.1％、「職員が外部の研修に参加してガイドラインについて学習している」
が27.9％。

⚫ 介護施設・事業所では「書籍やインターネット等で、職員が学習している」が45.4％
（うち居宅：50.6％、施設・住まい：39.3％）、「職員が外部の研修に参加してガイ
ドラインについて学習している」が42.0％（うち居宅：56.1％、施設・住まい：
25.3％）。

⚫ 「内容をふまえて利用者に意思決定支援を行っている」は、地域包括支援センターが
24.6％、介護施設・事業所が36.2％。
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10 ．横断アンケート調査：国のガイドライン策定についての考え

＜図表 25 国が策定することに対しての考え＞

⚫ 国が「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を策定して

いることについては、「良い」または「とても良い」と回答したのは市町村は90.1％、地

域包括支援センターは85.0％、介護施設・事業所は82.4％（うち居宅：83.0％、施設・住

まい：81.8％）と、高く評価されている。

27.9

62.2

0.5

0.0

7.3

2.1

28.2

56.8

1.5

0.0

10.8

2.8

28.1

54.3

2.7

0.0

14.0

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70

とても良い

良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

市町村

地域包括

介護事業所

n=市町村:617 地域包括:539 介護事業所:828

(%)市町村／地域包括／介護事業所

28.1

54.3

2.7

0.0

14.0

0.8

28.7

54.3

2.7

0.0

13.1

1.1

27.4

54.4

2.6

0.0

15.0

0.5

0 10 20 30 40 50 60

とても良い

良い

あまり良くない

良くない

わからない

無回答

合計

うち居宅

うち施設・住まい

n=828（居宅:449 施設・住まい:379）

(%)介護施設・事業所
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10 ．横断アンケート調査：国がガイドラインを策定する意義

＜図表 26 ガイドラインの意義＞

⚫ 国が「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を策定
する意義は、「本人の意思の尊重、尊厳の保持という対人援助の基礎に立ち戻ること
ができる」が市町村が72.8％、地域包括支援センターが76.4％、介護施設・事業所が
77.9％で最も多い。次いで、「意思決定支援の考え方を習得できる」が多い。

72.8

71.3

54.8

53.3

46.0

26.9

61.8

48.6

57.7

0.2

0.2

2.8

1.9

76.4

70.1

55.5

58.4

44.7

28.2

55.7

46.6

51.2

1.3

0.0

3.5

3.2

77.9

68.5

58.0

58.3

46.3

32.7

45.2

36.2

51.3

1.1

0.4

5.1

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

本人の意思の尊重、尊厳の保持という

対人援助の基礎に立ち戻ることができる

意思決定支援の考え方を習得できる

意思決定支援の具体的な取組み方を習得できる

医療・介護・福祉・行政等の様々な分野の支援者が

チームで本人を支援する方法を統一的に習得できる

経験の少ない専門職が、効果的に基本的な

考え方や取組み方を習得できる

専門職が、情報の非対象性がある本人・家族

の希望をうまくくみ取れるようになる

国が基本的な考え方や取組み方を示すことで、

意思決定支援の重要性を認識できる

国がガイドラインを作ることにより、

自治体、関係機関が取組むきっかけになる

ガイドラインとして文書化されると、

迷った時にいつでも参照できる

その他の意義

上記のいずれにも同意しない

わからない

無回答

市町村

地域包括

介護事業所

n=市町村:617 地域包括:539 介護事業所:828

(%)市町村／地域包括／介護事業所
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10 ．横断アンケート調査：ケアマネジャーの役割

＜図表 27 ケアマネジャーの役割＞

⚫ 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援における、介護支援専門員（ケア
マネジャー）の役割については、「本人の意思をくみ取る役割を担う」が最も多く、
87.6％（うち居宅：87.3％、施設・住まい：88.1％）、次いで「本人の意思と家族の希望
のすり合わせを行う」が84.4％（うち居宅：84.3％、施設・住まい：84.6％）、「本人と
家族の双方の生活、人生を見据えて、ケアマネジメントを行う」が76.3％（うち居宅：
79.6％、施設・住まい：71.8％）であった。

⚫ ケアマネジャー自身、多くの役割を担っていると考えている。

87.6

54.6

84.4

76.3

63.7

56.7

39.0

65.5

0.0

1.2

87.3

56.5

84.3

79.6

65.3

56.3

36.6

63.7

0.0

1.2

88.1

51.9

84.6

71.8

61.5

57.4

42.3

67.9

0.0

1.3

0 20 40 60 80 100

本人の意思をくみ取る役割を担う

本人の意思を複数回、確認する役割を担う

を行っている

本人の意思と家族の希望のすり合わせを行う

本人と家族の双方の生活、人生を見据えて、

ケアマネジメントを行う

表明された本人の意思の記録を行う

表明された本人の意思の実現に尽力する

意思決定支援チームにおいて、専門職の

「かなめ」である

専門職の意見や取組みをとりまとめる役割を担う

いずれにも同意しない

無回答

合計

うち居宅

うち施設・住まい

(%)介護施設・事業所

n=744（居宅:432 施設・住まい:312）
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10 ．横断アンケート調査：

⚫ 令和５年12月、日常生活・社会生活における意思決定支援を必要とする利用者（要介護
者）の有無については、地域包括支援センターでは「いない」が56.3％、「いる」が
13.2％。介護施設・事業所では「いる」が90.6％。

⚫ 日本の介護保険制度は、原則として、地域包括支援センターが要支援者までの軽度者の
ケアマネジメントを行い、要介護者は居宅介護支援事業所がケアマネジメントを行う。
本調査においても、事業対象者、要支援者、要介護者と心身状況が重くなるにつれて、
利用者が地域包括支援センターから、介護施設・事業所に移っている様子が確認された。

＜図表 28 日常生活・社会生活における意思決定支援の対象となる利用者の有無（要介護者）＞

13.2 56.3 10.2 20.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる いない 不明 無回答

地域包括

n=538

90.7

90.5

90.6

2.2

4.2

3.4

0.6

1.6

1.2

6.4

3.7

4.8

0 20 40 60 80 100

うち施設・住まい

うち居宅

合計

介護事業所

いる いない 不明 無回答
(%)

n=744（居宅:432 施設・住まい:312）
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10 ．横断アンケート調査： ：思決定支援対象者の有無（要支援者）

⚫ 令和５年12月、日常生活・社会生活における意思決定支援を必要とする利用者（要支援
者）の有無については、地域包括支援センターでは「いる」が77.9％、介護施設・事業所
では「いる」が40.1％（うち居宅：58.6％、施設・住まい：14.4％）、「いない」が
34.7％（うち居宅：26.2％、施設・住まい：46.5％）。

⚫ 要支援の人でも、ガイドラインが規定する項目について、少なからず意思決定支援を必
要としている。

＜図表 29 日常生活・社会生活における意思決定支援の対象となる利用者の有無（要支援者）＞

77.9 9.9 7.2 5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる いない 不明 無回答

地域包括

n=538

14.4

58.6

40.1

46.5

26.2

34.7

0.6

2.3

1.6

38.5

13.0

23.7

0 20 40 60 80 100

うち施設・住まい

うち居宅

合計

いる いない 不明 無回答

(%)

n=744（居宅:432 施設・住まい:312）

介護施設・事業所
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10 ．横断アンケート調査：意思決定支援対象者の有無（事業対象者）

＜図表 30 日常生活・社会生活における意思決定支援の対象となる利用者の有無（事業対象者）＞

⚫ 令和５年12月、日常生活・社会生活における意思決定支援を必要とする利用者（事業対
象者）の有無については、地域包括支援センターは「いる」が61.3％、「いない」が
21.6％。

⚫ 介護施設・事業所は「いない」が47.4％（うち居宅：50.0％、施設・住まい：43.9％）が
多いが、「いる」も24.2％（うち居宅：28.2％、施設・住まい：18.6％）。

⚫ 軽度者であっても、意思決定支援を必要とする人がいることが明らかとなった。

⚫ 事業対象者でも、ガイドラインが規定する項目について、少なからず意思決定支援を必
要としている。

61.3 21.6 7.4 9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる いない 不明 無回答

地域包括

n=538

18.6

28.2

24.2

43.9

50.0

47.4

2.2

2.5

2.4

35.3

19.2

25.9

0 20 40 60 80 100

うち施設・住まい

うち居宅

合計

介護施設・事業所

いる いない 不明 無回答 (%)
n=744（居宅:432 施設・住まい:312）
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83.3

79.0

58.2

55.9

54.1

0 20 40 60 80 100

意思決定においては、キーパーソンの家族の希望が反映されることも多

い。本人の意思と家族の希望のかねあいに苦慮することが少なくない

ケアマネジメントを行う際、本人支援だけでなく、家族支援も必要なこと

が多い。本人の意思のみをくみ取り、実現を支援するだけでなく、本人と

家族の生活・人生を支援する視点が必要である

意思形成支援のプロセスにおいて、本人の正しい理解、判断になっている

かの確認が難しい

本人の意思の実現を支援するための家族介護力や地域の社会資源等が不足

している

日常生活・社会生活等における意思決定は多岐にわたり、高い頻度で行わ

れる。介護サービス事業所がどこまで関わるべきか範囲が明確でない

地域包括 (%)

n=538

10 ．横断アンケート調査：認知症の人への意思決定支援における課題

⚫ 意思決定支援の課題は様々あるが、本人支援のみならず、家族への支援や調整も重要で
あることことが明らかとなった。また、「施設・住まい」より居宅の方が割合が高い。

＜図表31 認知症の人への意思決定支援における課題：上位５つ＞

86.6

83.1

66.9

62.0

60.4

69.9

63.1

58.7

45.2

34.6

0 20 40 60 80 100

意思決定においては、キーパーソンの家族の希望が反映されることも

多い。本人の意思と家族の希望のかねあいに苦慮することが少なくな

い

ケアマネジメントを行う際、本人支援だけでなく、家族支援も必要な

ことが多い。本人の意思のみをくみ取り、実現を支援するだけでな

く、本人と家族の生活・人生を支援する視点が必要である

意思形成支援のプロセスにおいて、本人の正しい理解、判断になって

いるかの確認が難しい

日常生活・社会生活等における意思決定は多岐にわたり、高い頻度で

行われる。介護サービス事業所がどこまで関わるべきか範囲が明確で

ない

本人の意思の実現を支援するための家族介護力や地域の社会資源等が

不足している

介護施設・事業所

うち 居宅
うち 施設・住まい

(%)
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10 ．３つの横断的なアンケート調査：研修の具体的な効果

＜図表 32  「概ねできている」の回答割合：研修に参加した団体と参加していない団体の差＞

ガイドラインで示された意思決定支援の対応 地域包括 施設・事業所

１）本人が安心できる静かな落ち着いた環境で意思決定支援を行っている 3.0Ｐ 5.4Ｐ

２）急かさず、本人の意思を尊重する態度で接している －0.9Ｐ 8.4Ｐ

３）とりつくろい等から、本人が本心と違うことを言う場合もあるが、本
当の意思を把握するよう努めている

4.6Ｐ 9.6Ｐ

４）意思決定に関わる本人の生活史や家族関係を理解している 1.1Ｐ 6.6Ｐ

５）意思決定を行う事項に応じて、適切な人に立ち会いを依頼している 3.0Ｐ 6.3Ｐ

６）日時を変えたり、複数人で聴く等、繰り返し意思に変わりが無いか確
認を行っている

5.0Ｐ 9.3Ｐ

７）選択をした場合のメリット、デメリットを本人の言葉で説明してもら
う等、理解度を確認している

－3.7Ｐ 0.6Ｐ

８）相手と視線を合わせ、理解できるよう説明をしている 2.0Ｐ 0.6Ｐ

９）相手が不安等を感じていないか、表情を確認している 0.1Ｐ 4.8Ｐ

10）本人が表明した意思の合理性や整合性を複数人で確認している 8.9Ｐ 7.7Ｐ

11）意思決定支援のプロセスを相談記録、アセスメント票等に記録し、後
で確認できるようにしている

5.2Ｐ ８.9Ｐ

⚫ 研修を受講した団体の方が、ガイドラインで示された項目を実践できている割合が高い（赤字）。
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11．まとめ：日常生活・社会生活における認知症の人の意思は変わり得る

・人と話したい
・外出したい
・仕事をしたい
・おしゃれをしたい
・役に立ちたい 等

・恥ずかしい
・迷惑をかける
・怒られる
・さみしい
・自分抜きに決められる
・「なんでもいいよ」 等

・あの人が言うなら…

・仲間
・あそこなら…

・何とかなる

人

製品・サービス

場

拡
が
る
意
思

本人の意思

縮
小
す
る
意
思

⚫ 認知症の人の声を聴く機会が増えている。

⚫ 日常生活・社会生活の身近な事項から、本人の意思を尊重する。
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11．まとめ：意思決定支援のプロセスには人的・物的環境の整備が重要

⚫ 認知症になっても、日常生活・社会生活に様々な「支え」を見出し、希望を

持って、共に暮らす方が増えている。

「人」
☛ 「仲間・あの人・わかってくれる」

☛ 支援者の「知ってる」を「できる」に
するためには、学習や研修が有効

☛ 質の高い学習・研修と実践を積み重ねる

「製品・サービス」
☛ 「何とかなる」 

☛ 失敗を許容しない社会ではなく、
「何か」あっても、フォローできる

☛ 思いやりや愛に満ちた寛容な社会

「場」
☛ 「あそこ」
☛ 居心地の良いところ

本人の意思

共生社会の実現

認知症の当事者の言葉
「似顔絵、描いて

あげましょうか？」

バリアやリスクの低減
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